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内閣府、経産省、文科省、国交省

① 施策の目的

② 施策の概要

③ 施策の具体的内容

スタートアップを育成する際、公共調達の活用が重要であり、公共調達を見据えた技術開発支援であるSBIR制度（Small/Startup 
Business Innovation Research）に基づく「指定補助金等」の対象・規模を抜本的に拡充。

ビジネスアイディアの FS 調査段階（「フェーズ１」）、実用化に向けた研究開発段階（「フェーズ２」）の支援の拡充に加え、新たに先
端技術分野における大規模技術開発・実証段階（「フェーズ３」）も支援対象に追加する。

令和４年度補正予算額
内閣府 2,060億円（5年基金）等
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【国等の研究開発】
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※SBIR指定補助金等
は、公募段階から
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【SBIR指定補助金等】

研究開発⽀援等 政府調達

【SBIR政府調達手続の特例】

①一般競争入札におけ
る入札参加資格の
特例

②随意契約の特例

【現⾏制度】
フェーズ１︓研究開発課題の内容を前提に、技術・シーズに基づくアイデアの検証を実施
フェーズ２︓フェーズ１で実施したアイデアの検証結果を踏まえた 研究開発を実施


